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○ 家計資産残高等の推移
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（注１） 「実物資産」とは、純固定資産（住宅等）、再生産不可能有形資産（土地等）等、金融資産以外の資産の合計をいう。
　　　  「金融資産」とは、現金、預金、有価証券、生命保険金等の資産の合計をいう。
         「ネット家計資産」とは、家計（個人企業を含む）の期末資産から負債を差し引いたものをいう。
（注２）「平成２年基準 国民経済計算（68SNA）」より作成。平成２暦年基準のデフレータで実質化。

指数は、昭和44年＝100とした場合
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世帯主の年齢階級別貯蓄の現在高（構成比）
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（資料）総務省統計局「貯蓄動向調査」より試算。
（注）貯蓄動向調査は、二人以上の一般世帯（単身世帯等を除く）を調査対象としている。また、世帯主とは、名目上
　　の世帯主ではなく、家計の主たる収入を得ている者をいい、「貯蓄」は世帯全体の貯蓄であり、世帯主の貯蓄だけ
　　でなく、その家族の分も含まれる。
　　　なお、同調査における「貯蓄」とは、「通貨性預貯金、定期性預貯金、有価証券（株式、国債、地方債等）、生命保
　　険等、金投資口座・金貯蓄口座、金融機関外への預貯金（社内預金、共済組合、互助会への預貯金等）」である。








































